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するものではありません。また、本短答用レジュメは著作者の主観的な法律解
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なることがあります。また、内容の誤りに基づいて生じる損害について、著作
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　本短答用レジュメは、別データの（意匠法・商標
法編）と（特許法・実用新案法編）のセットであり、
（特許法・実用新案法編）を左側に（意匠法・商標
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たい場合は、（特許法・実用新案法編）の２頁目の
裏に（意匠法・商標法編）の１頁目が印刷されるよ
うに印刷して下さい。
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　ユーザーは、個人的な利用を目的とする限りにおいて、本短答用レジュメの
一部又は全部を自由に複製、印刷又は編集できます。
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　　　第一章　総則 　　　第一章　総則
（目的） （目的）
第一条 　この法律は、発明の保護及び利
用を図ることにより、発明を奨励し、もつて
産業の発達に寄与することを目的とする。

・特許制度とは、新しい技術を公開した者に対しその代償として一定の期
間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者
に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものである(青本)。

第一条 　この法律は、物品の形状、構造
又は組合せに係る考案の保護及び利用
を図ることにより、その考案を奨励し、もつ
て産業の発達に寄与することを目的とす
る。

・形状とは、外部から観察できる物品の外形をいう（青本）。従って、方法や
材料自体は保護されない。
・構造とは、物品の機械的構造を意味し、化学構造のようなものは含まない
（青本）。
・組み合わせとは、単独の物品を組み合わせて使用価値を生ぜしめた物を
いう。例えば、ボルトとナット、カルタ等である（青本）。

（定義） （定義）
第二条 　この法律で「発明」とは、自然法
則を利用した技術的思想の創作のうち高
度のものをいう。

・発明であるためには一定の確実性が求められるが、一定の確実性をもっ
て同一結果を反復できれば良く、発明を再現することが当業者において可
能であれば足り、その可能性が高いことを要しない。
・定義が定められているのは、解釈上の疑義をなくし争いを少なくするため
である。
・ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現さ
れている場合、当該ソフトウェアは自然法則を利用した技術的思想の創作
である。
・欧文文字、数字、記号を組み合わせた電報用の暗号作成方法は、自然法
則を利用していないので、発明ではないと解する（青本）。
・「高度のもの」とあるが、技術水準の低い裾の部分は包含しないという趣
旨である。

第二条 　この法律で「考案」とは、自然法
則を利用した技術的思想の創作をいう。

・考案とは、発明と同じく自然法則を利用した技術思想の創作であるが、
「高度」という限定がなく、低度のものも含まれる（青本）。

２ 　この法律で「特許発明」とは、特許を
受けている発明をいう。

２ 　この法律で「登録実用新案」とは、実
用新案登録を受けている考案をいう。

３ 　この法律で発明について「実施」と
は、次に掲げる行為をいう。

３ 　この法律で考案について「実施」と
は、考案に係る物品を製造し、使用し、譲
渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、
又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲
渡又は貸渡しのための展示を含む。以下
同じ。）をする行為をいう。

特許法 実用新案法

特→特許法　実→実用新案法　意→意匠法　商→商標法　施規→施行規則　施令→施行令　（）内→条文要約等　「」内→条文コピー
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一 　物（プログラム等を含む。以下同じ。）
の発明にあつては、その物の生産、使
用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その
物がプログラム等である場合には、電気
通信回線を通じた提供を含む。以下同
じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申
出（譲渡等のための展示を含む。以下同
じ。）をする行為

･申出には展示だけでなくカタログによる勧誘、パンフレットの配布も含まれ
る。
・H18年改正により、「輸出」が追加された。経済のグローバル化の進展によ
り、日本の産業財産権侵害品が国境を越えて取引される事例が増大する
等、模倣品問題の国際化及び深刻化に鑑み、国内の製造や譲渡の段階で
差止できない場合でも、輸出者が判明した場合に、権利者が差止等をする
ことを可能にするためである。なお、輸出行為自体は国内で行われる行為
であり、日本の工業所有権の効力を直接的に海外での譲渡等に対して及
ぼすものではないため、属地主義には反しない（青本）。
・観念しにくいので輸出の申し出は実施行為としては規定されていない
（H18年改正本）。
・間接侵害については、属地主義の観点から、侵害品を海外で製造する行
為は、我が国産業財産権法上の侵害行為ではないため、「製造にのみ用
いる物」の輸出を侵害とみなすことは、侵害行為でない海外での製造行為
の予備的行為を侵害行為としてとらえることとなり、適切でない。このため、
「製造にのみ用いる物」の輸出行為は、「侵害とみなす行為」として規定して
いない（H18年改正本）。
・輸出国から日本において積み替えられ、第三国へ輸出される「通過」につ
いては、ａ.単に日本の領域を通過する場合、b.日本を仕向地としない貨物
が日本で陸揚げされた後に当初の仕向地に向けて運送される場合、は輸
出に該当しない（H18年改正本）。
・日本を仕向地として保税地域に置かれた貨物が必要に応じ、改装又は仕
分け等が行われた後、通関されることなく日本を積み出し国として外国に向
けて送り出される場合は、侵害品が日本の領域内にあるものとして、日本
の産業財産権法の効力が及ぶと考えられる。従って、この場合は輸出に該
当する（H18年改正本）。
・電気通信回線は有線か無線かを問わず、光ファイバ通信網も含まれる。
但し、「回線」については両方向からの通信を伝送する有線又は無線と解さ
れ、一方向にしか情報を送信できない放送網は「電気通信回線」に含まれ
ない。しかし、放送網を通じたプログラム等の提供が、発明の実施に含まれ
ないわけではなく、「譲渡、貸渡し」に含まれる（青本）。

二 　方法の発明にあつては、その方法の
使用をする行為

三 　物を生産する方法の発明にあつて
は、前号に掲げるもののほか、その方法
により生産した物の使用、譲渡等、輸出
若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行
為

４ 　この法律で「プログラム等」とは、プロ
グラム（電子計算機に対する指令であつ
て、一の結果を得ることができるように組
み合わされたものをいう。以下この項にお
いて同じ。）その他電子計算機による処理
の用に供する情報であつてプログラムに
準ずるものをいう。

・電子計算機による処理の用に供する情報とは、電子化等の手法により直
ちにコンピュータによる処理に用いることが可能な状態にされた情報をい
う。本に書かれた情報や人間の知識としての情報等、そのままではコン
ピュータにより処理できない情報は含まれない（青本）。
・プログラムに準ずるものとは、コンピュータに対する直接の指令ではない
ためプログラムとは呼べないが、コンピュータの処理を規定する点で、プロ
グラムに類似する性質を有するものをいう（青本）。
※情報処理の促進に関する法律2条2項（「プログラム」とは、電子計算機に
対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたも
のをいう。）
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（期間の計算） （特許法 の準用）
第三条 　この法律又はこの法律に基く命
令の規定による期間の計算は、次の規定
による。

・法定期間の初日に規定されていない日には、第三者による出願審査請求
があった旨の通知を受けた日、拒絶査定不服審判請求取下による拒絶査
定確定日、及び審判請求書の却下決定日（謄本送達日は法定期間の初日
となる）がある。
・実2条の5（特許法の準用）で準用している。

第二条の五 　特許法第三条 及び第五条
の規定は、この法律に規定する期間及び
期日に準用する。

・特4条（期間の延長等）は不準用である。但し、実45条（再審の請求期
間）、実14条の2（訂正の請求期間）、実39条の2（無効審判請求の取下期
間）、実54条の2（参加申請の取下期間）で準用している。
※特3条（期間の計算）、特5条（指定期間の延長等）

一 　期間の初日は、算入しない。ただし、
その期間が午前零時から始まるときは、
この限りでない。

・例えば、4月18日から3月の場合、初日不参入ならば起算日が4月19日と
なり、7月19日が応当日である（青本）。
・但書に該当するのは、延長又は附加期間が適用される場合のみである。

２ 　特許法第七条 から第九条 まで、第
十一条から第十六条まで及び第十八条
の二から第二十四条までの規定は、手続
に準用する。

・特10条は削除されている。特6条は2条4項で規定している。特17条は2条
の2で規定している。特18条は実2条の3で規定している。
※特7条（未成年者、成年被後見人等の手続をする能力） 、特8条（在外者
の特許管理人） 、特9条（代理権の範囲）、特11条（代理権の不消滅）、 特
12条（代理人の個別代理）、特13条（代理人の改任等）、特14条（複数当事
者の相互代表） 、特15条（在外者の裁判籍）、特16条（手続をする能力がな
い場合の追認） 、特18条の2（不適法な手続の却下） 、特19条（願書等の提
出の効力発生時期）、特20条（手続の効力の承継）、特21条（手続の続
行）、特22.特23条（手続の中断又は中止）、特24条（民事訴訟法の準用）

二 　期間を定めるのに月又は年をもつて
したときは、暦に従う。月又は年の始から
期間を起算しないときは、その期間は、最
後の月又は年においてその起算日に応
当する日の前日に満了する。ただし、最
後の月に応当する日がないときは、その
月の末日に満了する。

・例えば、2月29日から6月の場合、起算日は3月1日であり、応当する日は9
月1日であるので、その前日の8月31日が末日である。

３ 　特許法第二十五条 の規定は、実用
新案権その他実用新案登録に関する権
利に準用する。

※特25条（外国人の権利の享有）

２ 　特許出願、請求その他特許に関する
手続（以下単に「手続」という。）について
の期間の末日が行政機関の休日に関す
る法律 （昭和六十三年法律第九十一号）
第一条第一項 各号に掲げる日に当たる
ときは、その日の翌日をもつてその期間
の末日とする。

・12月29日から翌年の1月3日まで（年末及び年始の3日間）は休日扱いで
ある（行政機関の休日に関する法律1条1項3号）。
・手続についての期間のみが休日の翌日に満了するので、特許権の存続
期間等は、末日が休日であってもその日に満了する（青本）。
・末日が休日であれば、取引をなす慣習の有無とは関係なく休日の翌日に
満了する。なお、休日の翌日が休日の場合は、さらにその翌日を末日とす
る（青本）。
・延長期間は、もとの期間と一体をなし、合計された一つの期間とされる。
従って、もとの期間の末日が休日に当たっても、そこに特3 条2項の規定は
適用されない。なお、もとの期間の末日が休日に当たるときは、特3第2項
の規定に基づき、その日の翌日まで期間延長請求できるが、延長期間はも
との期間の起算日から計算される（方式便覧）。
※行政機関の休日に関する法律1条1項「次の各号に掲げる日は、行政機
関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 　日曜日及び土曜日
二 　国民の祝日に関する法律 （昭和二十三年法律第百七十八号）に規定
する休日
三 　十二月二十九日から翌年の一月三日までの日（前号に掲げる日を除
く。）」

４ 　特許法第二十六条 の規定は、実用
新案登録に準用する。

※特26条（条約の効力）

（期間の延長等）
第四条 　特許庁長官は、遠隔又は交通
不便の地にある者のため、請求により又
は職権で、第四十六条の二第一項第三
号、第百八条第一項、第百二十一条第一
項又は第百七十三条第一項に規定する
期間を延長することができる。

・法定期間の延長ができるのは特許庁長官のみである（青本）。
・訴えを提起する期間については、特178条5項に同旨の規定がある（審判
長による附加期間）。
・審判請求時の補正可能期間（特17条の2第1項4号）は、審判請求期間を
延長できるため、延長できない（青本）。
・要約書補正可能期間（特17条の3）は、出願の公開との関係から延長でき
ない（青本）。
・出願審査請求期間（特48条の3第1項）は、長期間なので延長できない（青
本）。
・分割変更時の審査請求期間（特48条の3第2項）は、出願と同時の申請が
通常であるので延長できない（青本）。
・特許料の納付期限の場合、請求により遠隔地でない者であっても延長さ
れ得る(特108条3項）。
・外国はすべて遠隔の地に含まれる（青本）。
・法定期間の経過前に延長の処分があることが必要であり、期間の経過後
は本条が適用されない（青本）。
・実14条の2第5項（実用新案技術評価書の送達後の訂正可能期間）で準
用している。
※特46条の2第1項3号（実用新案技術評価の請求があった旨の通知後
の、実用新案登録に基づく特許出願をできる期間）
※特108条1項（特許査定又は審決の謄本送達日後の、特許料納付期限）
※特121条1項（拒絶査定不服審判の請求可能期間）
※特173条1項（再審の理由を知った日後の再審請求可能期間）
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第五条 　特許庁長官、審判長又は審査
官は、この法律の規定により手続をすべ
き期間を指定したときは、請求により又は
職権で、その期間を延長することができ
る。

・審査官、審判長は指定期間の延長のみが可能である。
・実2条の5（特許法の準用） で準用している。
・期間の指定の例：
長官による補正命令（特17条3項）、受継命令（特23条1項）、協議命令（特
39条7項）、拒絶理由通知に対する意見書提出（特50条）、不実施裁定の請
求に対する答弁書提出（特84条）、審判請求書補正命令（特133条1項）、審
判の被請求人の答弁書提出（特134条1項）、参加に対する意見（特149条2
項）、職権証拠調べに対する意見（特150条5項）、訂正審判時の意見書提
出（特165条）等（青本）。

２ 　審判長は、この法律の規定により期
日を指定したときは、請求により又は職権
で、その期日を変更することができる。

・指定期日の変更をできるのは審判長のみである。
・期日の指定の例：
無効審判が口頭審理による場合の期日の指定（特145条3項）、申立又は
職権により審判長が指定する証拠調べ又は証拠保全の期日（特151条にお
いて準用する民訴93条1項）。

第六条 　法人でない社団又は財団であ
つて、代表者又は管理人の定めがあるも
のは、その名において次に掲げる手続を
することができる。

・組合は社団ではない（青本）。
・定めがあるとは、定款や寄付行為などで定めがあることをいう（青本）。
・特許権者にはなり得ないので、無効審判を請求されることや訂正審判を
請求することはできない（青本）。

第二条の四 　法人でない社団又は財団
であつて、代表者又は管理人の定めがあ
るものは、その名において次に掲げる手
続をすることができる。

一 　出願審査の請求をすること。 一 　第十二条第一項に規定する実用新
案技術評価の請求をすること。

※実12条（実用新案技術評価の請求）

二 　特許無効審判又は延長登録無効審
判を請求すること。

・権利能力の無い社団等は無効審判に請求人として参加可能である。ま
た、補助参加も可能である。

二 　審判を請求すること。 ・ここでいう審判とは、無効審判のことであり（青本）、特許法とは規定が異
なる。

三 　第百七十一条第一項の規定により特
許無効審判又は延長登録無効審判の確
定審決に対する再審を請求すること。

・詐害審決（特172条1項）に対する再審は請求できない。そもそも権利能力
が無く、権利を害されることもないからである（青本）。
※特171条1項（再審の請求）

三 　審判の確定審決に対する再審を請
求すること。

・ここでいう審判、再審とは、無効審判及びその確定審決に対する再審であ
り（青本）、特許法とは規定が異なる。

２ 　法人でない社団又は財団であつて、
代表者又は管理人の定めがあるものは、
その名において特許無効審判又は延長
登録無効審判の確定審決に対する再審
を請求されることができる。

・無効審判を請求されることはできない。 ２ 　法人でない社団又は財団であつて、
代表者又は管理人の定めがあるものは、
その名において審判の確定審決に対する
再審を請求されることができる。

・ここでいう審判、再審とは、無効審判及びその確定審決に対する再審であ
り（青本）、特許法とは規定が異なる。

第七条 　未成年者及び成年被後見人
は、法定代理人によらなければ、手続を
することができない。ただし、未成年者が
独立して法律行為をすることができるとき
は、この限りでない。

・未成年者は、特許法上の手続きについては、すべて法定代理人によらな
ければすることができない。但し、独立して法律行為をすることができると
き、例えば、婚姻したとき等は自らすることができる（青本）。
・成年被後見人の場合、本条に違反する行為は無効である（青本）。
・法定代理人や特別授権の場合を除き証明書の提出は不要である。
・本条に違反する行為は、特許庁長官又は審判長が補正を命じることがで
きる（特17条3項，特133条2項）。この場合、特16条に基づいて追認できる。
・未成年者、成年被後見人は手続能力がないので、手続能力の取得時を
除き追認できない（特16条）。

２ 　被保佐人が手続をするには、保佐人
の同意を得なければならない。

・保佐人、保佐監督人の同意は一連の手続きに対して包括的に与えられる
ので、個々の手続きについて与えたり除外したりはできない（青本）。例え
ば、補佐人の同意を得て無効審判を請求した場合は、除斥申立の際に同
意を得る必要はない。
・被保佐人、法定代理人は手続能力を有するので、保佐人、後見監督人の
同意を得て追認できる（特16条3項，4項）。

３ 　法定代理人が手続をするには、後見
監督人があるときは、その同意を得なけ
ればならない。

・後見監督人は、遺言で指定する場合と、家庭裁判所が請求又は職権で選
任する場合とがある（青本）。

４ 　被保佐人又は法定代理人が、相手方
が請求した審判又は再審について手続を
するときは、前二項の規定は、適用しな
い。

・被保佐人又は法定代理人は、相手方が請求した審判又は再審について
は同意を得ずに手続できる。相手側に不利益だからである。

（在外者の特許管理人）
第八条 　日本国内に住所又は居所（法人
にあつては、営業所）を有しない者（以下
「在外者」という。）は、政令で定める場合
を除き、その者の特許に関する代理人で
あつて日本国内に住所又は居所を有する
もの（以下「特許管理人」という。）によらな
ければ、手続をし、又はこの法律若しくは
この法律に基づく命令の規定により行政
庁がした処分を不服として訴えを提起す
ることができない。

・特許庁からの手続が煩雑となるからである。なお、日本国内に住所も居所
も有しない日本人についても代理人が強制される（青本）。
・特許管理人を登録する必要は無い（青本）。
・国内処理基準時の経過までの期間（特184条の11第1項）、国内処理基準
時の属する日後3月以内の特許管理人の届出期間（特184条の11第2項）、
外国語特許出願の翻訳文提出期間（特184条の4）、及び、在外者が日本に
滞在している間（特施令1条）は、国際特許出願人も特許管理人によらずに
手続きができる。
・住所とは、生活の本拠のことである。また、居所とは、生活の本拠ではな
いが、多少の時間的継続をもって住んでいる場所をいう。なお、住所不明
又は日本に住所を持たない者については、居所をもって住所とみなす（青
本）。
※特施令1条（特許法第八条第一項 の政令で定める場合は、特許管理人
を有する在外者が日本国に滞在している場合とする。）

２ 　特許管理人は、一切の手続及びこの
法律又はこの法律に基づく命令の規定に
より行政庁がした処分を不服とする訴訟
について本人を代理する。ただし、在外者
が特許管理人の代理権の範囲を制限し
たときは、この限りでない。

・代理権が制限されている場合は代理できない。
・特許管理人が選任した複代理人は一切の手続きができる。
・特許管理人は、通常の委任代理人と異なり包括的な権限を有し、不利益
行為（出願取下、審判請求の取下等）を含む、一切の手続きを行える（青
本）。なお、在外者の代理人は制限されない限り、特別な授権がなくとも不
利益行為を行える。
・審決取消訴訟などの行政処分不服訴訟については本人を代理できるが、
侵害訴訟などについては本項に基づく代理はできない。特許法上の問題で
はなく、民事又は刑事訴訟法上の問題だからである（青本）。

（代理権の範囲）
第九条 　日本国内に住所又は居所（法人
にあつては、営業所）を有する者であつて
手続をするものの委任による代理人は、
特別の授権を得なければ、特許出願の変
更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続
期間の延長登録の出願の取下げ、請求、
申請若しくは申し立ての取下げ、第四十
一条第一項の優先権の主張若しくはその
取下げ、第四十六条の二第一項の規定
による実用新案登録に基づく特許出願、
出願公開の請求、拒絶査定不服審判の
請求、特許権の放棄又は復代理人の選
任をすることができない。

・補正に特別の授権は不要である。
・分割出願には、新たな出願において新たな授権が必要となる。
・出願人は代理人が選任した複代理人を解任できる。
・複代理人の代理権は、代理人の死亡によっては消滅しない。委任の目的
範囲が明確であるので相続人等が不測の不利益を被らないからである。
・出願公開の請求が不利益行為なのは、秘密にしておくべきものが公開さ
れた場合に出願人に不利益が生じる場合があるためである（青本）。
・実用新案登録に基づく特許出願が不利益行為なのは、基礎とした実用新
案登録について実用新案技術評価の請求ができなくなる（実12条3項）から
である。
・拒絶査定不服審判は特別な授権がなければ手続きできない。
・法定代理人や特別授権の場合を除き証明書の提出は不要である。
・委任代理人の代理権の範囲は、登録後にも及ぶ旨の明記があれば登録
後にも及ぶ。
・特14条（複数当事者の相互代表）との相違は、複代理人の選任、実用新
案登録出願に基づく特許出願、特許権の放棄の有無である。
※施規4条の3第1項「法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授
権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明
しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項
の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出
前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明するこ
とを要しない。 」

第十条 　削除
（代理権の不消滅）

（未成年者、成年被後見人等の手続をする能力） 

（法人でない社団等の手続をする能力） （法人でない社団等の手続をする能力） 
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第十一条　手続をする者の委任による代
理人の代理権は、本人の死亡若しくは本
人である法人の合併による消滅、本人で
ある受託者の信託に関する任務の終了
又は法定代理人の死亡若しくはその代理
権の変更若しくは消滅によつては、消滅し
ない。

※左条文の下線部は平成19年4月1日以降に改正された箇所である。
・期間内にすべき手続きについて代理人が手続きしたところ、本人の死亡
により代理権が消滅していたために手続きが無効となる場合等が問題とな
るからである。一方、代理権が消滅しないものとしても、委任範囲が明確で
あるので、相続人等が不測の損害を蒙ることは無い（青本）。
・本条は委任代理人にのみ適用される。法定代理人は本人との特殊な人
間関係においてむすばれているものだからである（青本）。
・法人の合併による消滅は、設立合併又は吸収合併のいずれでもよい（青
本）。
・法定代理人の代理権の変更とは、その代理権の一部が消滅した場合な
どをいう。例えば、民835条の管理権の喪失である（青本）。
・法定代理人が委任した代理人は本人の委任による代理人である。
・法定代理人の代理権は本人の死亡により消滅する。
※民法111条1項（代理権は、本人の死亡、代理人の死亡、代理人が破産
手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこと、によって消滅する。）
※同2項（委任による代理権は、委任の終了によっても消滅する。）

（代理人の個別代理）
第十二条 　手続をする者の代理人が二
人以上あるときは、特許庁に対しては、各
人が本人を代理する。

・二人以上の代理人のうち一人が特許庁に対して手続すれば、本人がした
と同様の効果が生じる。また、特許庁からする手続きについても一人にす
れば、本人に対してしたと同様の効果を生ずる（青本）。
・本人が二人以上の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の
定めをしても手続上は無効である。つまり、本項は強行規定である（青
本）。
・実2条の5（特許法の準用）で準用している。

（代理人の改任等）
第十三条 　特許庁長官又は審判長は、
手続をする者がその手続をするのに適当
でないと認めるときは、代理人により手続
をすべきことを命ずることができる。

・実2条の5（特許法の準用）で準用している。
・「代理人により」とは、代理人が本人の名で手続きをすることを意味する。

２ 　特許庁長官又は審判長は、手続をす
る者の代理人がその手続をするのに適当
でないと認めるときは、その改任を命ずる
ことができる。

３ 　特許庁長官又は審判長は、前二項の
場合において、弁理士を代理人とすべき
ことを命ずることができる。

４ 　特許庁長官又は審判長は、第一項又
は第二項の規定による命令をした後に第
一項の手続をする者又は第二項の代理
人が特許庁に対してした手続を却下する
ことができる。

・手続をする者又はその代理人が手続をするのに適当でない場合でも、そ
れが同じことの繰り返しでなく、且つ、本人に不利益が及ばないような場合
は、裁量で有効なものとして取り扱うことができる（青本）。
・命令前の手続きを却下することはできない。

（複数当事者の相互代表）
第十四条 　二人以上が共同して手続をし
たときは、特許出願の変更、放棄及び取
下げ、特許権の存続期間の延長登録の
出願の取下げ、請求、申請又は申し立て
の取下げ、第四十一条第一項の優先権
の主張及びその取下げ、出願公開の請
求並びに拒絶査定不服審判の請求以外
の手続については、各人が全員を代表す
るものとする。ただし、代表者を定めて特
許庁に届け出たときは、この限りでない。

・所定の手続き以外は各共有者が単独で行えるが、代表者を定めた場合
は、所定の手続き以外は代表者が行う旨を規定している。なお、代表者は
二人以上であっても良い（青本）。
・本条は出願、審判請求等の手続後について規定しており、出願に関して
は特38条（共同出願）、審判に関しては特132条（共同審判）に規定されて
いる（青本）。
・手続は1人がすれば有効であり、特許庁からの手続きも1人に対してすれ
ば有効である（青本）。
・特9条（代理権の範囲）と相違するのは、複代理人の選任、特許権の放
棄、特46条の2第1項の規定による出願が規定されていないこと。また、特
38条により単独で分割出願も出来ない点が異なる。なお、特38条により、
実用新案登録に基づく特許出願も単独では出来ない。
・補正、秘密意匠の秘密期間の短縮（意14条3項）は単独でもできる。
・拒絶理由通知に対する対応は各人ができる。しかし、拒絶査定不服審判
は単独ではできない。固有必要的共同訴訟と同様に、審決は合一にのみ
確定すべきだからである。
・実2条の5（特許法の準用）で準用している。

（在外者の裁判籍）
第十五条 　在外者の特許権その他特許
に関する権利については、特許管理人が
あるときはその住所又は居所をもつて、
特許管理人がないときは特許庁の所在地
をもつて民事訴訟法 （平成八年法律第百
九号）第五条第四号 の財産の所在地と
みなす。

・特許権については、権利者が在外者であることも多く、無体財産権である
ために財産の所在地もないので、裁判籍を規定する必要があるからである
（青本）。なお、在外者とは日本国内に住所も居所も有しない者をいう（特8
条）。
・「特許に関する権利」とあるので、専用実施権、通常実施権、質権にも適
用される（青本）。
・実2条の5（特許法の準用）で準用している。
※民訴5条4号（日本国内に住所（法人にあっては、事務所又は営業所）が
ない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴えは、請求若しくはそ
の担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地を管轄す
る裁判所に提起することができる。）

第十六条 　未成年者（独立して法律行為
をすることができる者を除く。）又は成年被
後見人がした手続は、法定代理人（本人
が手続をする能力を取得したときは、本
人）が追認することができる。

・特7条に反する手続は無効であるが、その瑕疵の補完方法として追認手
続を規定している。追認された場合は、追認の時から有効になるのではな
く、瑕疵ある手続がされた時にさかのぼって有効になる（青本）。
・却下処分（特18条，特133条）後は追認できない（青本）。
・追認は過去の手続きを一体としてしなければならず、一部のみを追認する
ことはできない（青本）。
・法定代理人も追認できる。
・実2条の5（特許法の準用）で準用している。

２ 　代理権がない者がした手続は、手続
をする能力がある本人又は法定代理人が
追認することができる。

３ 　被保佐人が保佐人の同意を得ないで
した手続は、被保佐人が保佐人の同意を
得て追認することができる。

４ 　後見監督人がある場合において法定
代理人がその同意を得ないでした手続
は、後見監督人の同意を得た法定代理人
又は手続をする能力を取得した本人が追
認することができる。

（手続の補正） （手続の補正）

（手続をする能力がない場合の追認） 
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第十七条 　手続をした者は、事件が特許
庁に係属している場合に限り、その補正
をすることができる。ただし、次条から第
十七条の四までの規定により補正をする
ことができる場合を除き、願書に添付した
明細書、特許請求の範囲、図面若しくは
要約書又は第百三十四条の二第一項の
訂正若しくは訂正審判の請求書に添付し
た訂正した明細書、特許請求の範囲若し
くは図面について補正をすることができな
い。

・はじめから完全な書類を提出することが望ましいが、当初から完全なもの
を望み得ない場合もあるからである（青本）。
・訂正請求書の補正は訂正請求事件が係属している限り補正可能である
（特17条の4）。
・特許庁に係属している場合とは、出願～査定・審決確定までである。な
お、審査・審判が係属している場合とは、請求～査定・審決謄本送達までで
ある。
・特許査定は送達によって確定するので、特許査定後は補正できない。意
匠においても同様である。但し、商標においては、登録料の納付と同時に
区分の数を減ずる補正ができるので、登録査定後も補正できる。

第二条の二 　実用新案登録出願、請求
その他実用新案登録に関する手続（以下
単に「手続」という。）をした者は、事件が
特許庁に係属している場合に限り、その
補正をすることができる。ただし、実用新
案登録出願の日から政令で定める期間を
経過した後は、願書に添付した明細書、
実用新案登録請求の範囲、図面又は要
約書について補正をすることができない。

・無審査で早期に登録するため、補正を所定の期間（政令で1月に規定）に
限っている。長期の補正を認めると登録が遅れるからである（青本）。
・優先権主張を伴う場合であっても、本条の実用新案登録出願の日とは実
際の出願日である（青本）。
・期間経過後であっても、補正命令（実2条の2第4項，実6条の2）を受けた
場合は補正可能である（青本）。
・PCT19，PCT34条補正は、政令で定める期間経過後でも補正できる（実48
条の8第1項）。
・実案では外国語書面出願がないので、誤訳訂正は認められていない。但
し、国際出願の範囲からの補正が認められている（実48条の8第3項）。
・出願公開の請求により出願公開された特許を変更出願した場合でも、変
更出願後に要約を補正し得る。
※施令1条「実用新案法 （以下「法」という。）第二条の二第一項 ただし書の
政令で定める期間は、一月とする。」

２ 　第三十六条の二第二項の外国語書
面出願の出願人は、前項本文の規定に
かかわらず、同条第一項の外国語書面及
び外国語要約書面について補正をするこ
とができない。

・外国語書面は出願日における発明の内容を記載した書面としての位置づ
けを有し、その記載内容の変更は不適当だからである。また、翻訳文を補
正することが可能だからである（青本）。

２ 　前項本文の規定により明細書、実用
新案登録請求の範囲又は図面について
補正をするときは、願書に最初に添付した
明細書、実用新案登録請求の範囲又は
図面に記載した事項の範囲内においてし
なければならない。

・日本語実用新案登録出願の場合、国内書面を提出し手数料及び登録料
を納付した後に補正できる。外国語実用新案登録出願の場合、さらに翻訳
文を提出した後に補正できる。つまり、特184条の12と異なり国内処理基準
時を経過する前であっても補正できる。
※特184の12第1項「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項
の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべ
き手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第
一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九
十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内
処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかか
わらず、手続の補正（第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第
二項に規定する補正を除く。）をすることができない。」

３ 　特許庁長官は、次に掲げる場合は、
相当の期間を指定して、手続の補正をす
べきことを命ずることができる。

・審査官は方式違反に対して補正命令を出せない。なお、方式違反を理由
とする補正命令ができるのは長官と審判長（特133条2項）のみである。
・前置審査時には、合議体が構成されていないので、審判請求書の補正を
命ずる主体は特許庁長官である。
・①手続き能力又は代理権の範囲違反、②方式違反、③手数料未納は、
長官の補正命令がでる。

３ 　第一項の規定にかかわらず、第十四
条の二第一項の訂正に係る訂正書に添
付した訂正した明細書、実用新案登録請
求の範囲又は図面については、その補正
をすることができない。

・訂正した明細書の補正を認めると際限なく訂正を行えることとなるためで
ある。但し、補正命令（実14条の3）を受けた場合は、訂正した明細書の補
正が可能である（青本）。なお、特許法では、審理終結通知がある前であれ
ば、訂正した明細書等を補正できる（特17条の4）。
※実14条の2第1項「実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付
した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りする
ことができる。
一 　第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の
送達があつた日から二月を経過したとき。
二 　実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最
初に指定された期間を経過したとき。」

一 　手続が第七条第一項から第三項ま
で又は第九条の規定に違反していると
き。

・特14条（複数当事者の相互代表）違反は補正命令の対象とはならない。
・特7条4項（被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再
審について手続をするときは、保佐人若しくは後見監督人の同意が不要と
なる。）は不準用である。
※特9条（代理権の範囲）

４ 　特許庁長官は、次に掲げる場合は、
相当の期間を指定して、手続の補正をす
べきことを命ずることができる。

二 　手続がこの法律又はこの法律に基づ
く命令で定める方式に違反しているとき。

・拒絶理由とはならないが補正命令の対象となる。
・前置審査の場合、審判請求書が特131条（審判請求の方式）の規定に違
反している時は、特許庁長官が補正を命じる。
・特36条（特許出願の方式）、書面は日本語をもって記載すべき旨の規定
（施規2条1項）、又は、副本を提出すべき旨の規定（施規4条）違反の場合
は補正命令がでる（青本）。

一 　手続が第二条の五第二項において
準用する特許法 （昭和三十四年法律第
百二十一号）第七条第一項 から第三項
まで又は第九条 の規定に違反していると
き。

・特7条4項（被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審
について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。）は、不準用で
ある。
※特7条1項（未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、
手続をすることができない。）
※同2項（被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならな
い。）
※同3項（法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同
意を得なければならない。）
※特9条（ 日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者
であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なけれ
ば、特許出願の変更をすることができない。）

三 　手続について第百九十五条第一項
から第三項までの規定により納付すべき
手数料を納付しないとき。

※特195条（手数料納付に関する規定） 二 　手続がこの法律又はこの法律に基づ
く命令で定める方式に違反しているとき。

４ 　手続の補正（手数料の納付を除く。）
をするには、次条第二項に規定する場合
を除き、手続補正書を提出しなければな
らない。

三 　手続について第三十二条第一項の
規定により納付すべき登録料を納付しな
いとき。

・登録料を納付しない場合は、補正命令が出される。
※実32条（登録料の納付期限）

四 　手続について第五十四条第一項又
は第二項の規定により納付すべき手数料
を納付しないとき。

※実54条1項（次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料
を納付しなければならない。）
※同2項（別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の
範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。）

５　手続の補正（登録料及び手数料の納
付を除く。）をするには、手続補正書を提
出しなければならない。

（補正命令）
第六条の二 　特許庁長官は、実用新案
登録出願が次の各号の一に該当するとき
は、相当の期間を指定して、願書に添付
した明細書、実用新案登録請求の範囲又
は図面について補正をすべきことを命ず
ることができる。

・登録主義を採用しているため、登録を受けるに足る基礎的要件を満たす
必要があるからである。なお、基礎的要件の判断は方式審査に準ずると考
えられるため、また、手続が煩雑となることを防止するため、審査官ではなく
特許庁長官による補正命令の対象とされる。さらに、補正命令に応じない
場合は、出願却下処分（実2条の3）の対象となる（青本）。
・無審査なので、新規事項の追加は補正命令の対象とはならない。
・他の請求項を引用して記載した請求項が引用される請求項よりも前に記
載されている場合は、補正命令の対象となる。

一 　その実用新案登録出願に係る考案
が物品の形状、構造又は組合せに係るも
のでないとき。

・例えば、方法の考案である場合が該当する（青本）。
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二 　その実用新案登録出願に係る考案
が第四条の規定により実用新案登録をす
ることができないものであるとき。

※実4条（公序良俗に反する考案は、実用新案登録を受けられない。）

三 　その実用新案登録出願が第五条第
六項第四号又は前条に規定する要件を
満たしていないとき。

・請求項毎に発明特定事項が記載されていない場合（実5条5項）、実用新
案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものでない場
合（実5条6項1号）、実用新案登録を受けようとする考案が明確でない場合
（実5条6項2号）、請求項ごとの記載が簡潔でない場合（実5条6項3号）は、
補正命令の対象とはならない。
※実5条6項（第２項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適
合するものでなければならない。）
※同4号（その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。）
※実6条（考案の単一性の要件）

四 　その実用新案登録出願の願書に添
付した明細書、実用新案登録請求の範囲
若しくは図面に必要な事項が記載されて
おらず、又はその記載が著しく不明確で
あるとき。

・実用新案登録請求の範囲に技術的事項が記載されていない場合は、補
正命令の対象となる。例えば、実用新案登録請求の範囲に「関東全域」と
記載されているような場合である（青本）。
・請求項に販売地域、販売先等の技術的事項でない事項のみが記載され
ている場合、請求項に考案の目的、作用、効果のみが記載されている場合
は、本号（必要な事項が記載されていない）に該当する。
・請求項の記載内容が技術的に理解できない場合、請求項の記載が詳細
な説明又は図面の記載で代用されている場合、2以上の考案が1の請求項
に記載されている場合、図面の添付がない場合は、本号（記載が著しく不
明確）に該当する。

（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正） 
第十七条の二 　特許出願人は、特許をす
べき旨の査定の謄本の送達前において
は、願書に添付した明細書、特許請求の
範囲又は図面について補正をすることが
できる。ただし、第五十条の規定による通
知を受けた後は、次に掲げる場合に限
り、補正をすることができる。

・初めから完全な内容の書類を提出することが望ましいが、完全な書面の
作成を出願人に要求することは酷だからである。また、明細書等を補正して
拒絶の理由を解消する機会を与えることにより発明を適切に保護するため
である。
・外国語書面出願の場合、翻訳文提出前は補正できない。
・再審において拒絶理由が通知されることがあるので、再審において補正
できる場合がある。
※特50条（拒絶理由の通知）

一 　第五十条（第百五十九条第二項（第
百七十四条第一項において準用する場
合を含む。）及び第百六十三条第二項に
おいて準用する場合を含む。以下この項
において同じ。）の規定による通知（以下
この条において「拒絶理由通知」という。）
を最初に受けた場合において、第五十条
の規定により指定された期間内にすると
き。

・再審時又は審判時に最初の拒絶理由通知を受けた際は拡大補正が可能
である。但し、いわゆるシフト補正は禁止されている。
※特159条2項（拒絶査定不服審判時に別の拒絶理由を発見した場合）
※特174条1項（拒絶査定不服審判の再審での準用）
※特163条2項（前置審査時に別の拒絶理由を発見した場合）

二 　拒絶理由通知を受けた後第四十八
条の七の規定による通知を受けた場合に
おいて、同条の規定により指定された期
間内にするとき。

※特48条の7（文献公知発明に係る情報についての通知）

三 　拒絶理由通知を受けた後更に拒絶
理由通知を受けた場合において、最後に
受けた拒絶理由通知に係る第五十条の
規定により指定された期間内にするとき。

・最後の拒絶理由とは最初の拒絶理由の際にした補正により新たに生じた
拒絶理由のみを通知するものをいう（青本）。

四 　拒絶査定不服審判を請求する場合
において、その審判の請求と同時にする
とき。

※左条文の下線部は平成20年法改正で改正された箇所である。
・拒絶査定不服審判請求後の補正であっても最初の拒絶理由通知の際の
補正であれば請求の範囲を拡張する補正が可能である。但し、いわゆるシ
フト補正は禁止されている。
・補正内容を十分に検討した上で審判請求が行われるようにするため、及
び、第三者の監視負担が過度とならないようにするために（H20年改正
本）、審判請求と同時にのみ補正可能とした（特17条の2第1項第4号）。な
お、審判請求書の「請求め理由」欄の記載は、審判請求後にも補正できる。
・審判請求と同日であっても、審判請求と同時でなければ補正できない。

２ 　第三十六条の二第二項の外国語書
面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的と
して、前項の規定により明細書、特許請
求の範囲又は図面について補正をすると
きは、その理由を記載した誤訳訂正書を
提出しなければならない。

・理由の記載が求められるのは、①外国語書面の記載に基づき補正された
事実が明確となり、②第三者が外国語書面に基づく誤訳訂正であるか否か
を判断する際の負担が軽減され、③審査における外国語書面のチェック負
担が軽減されるからである（青本）。
・誤訳訂正書による場合は手数料が必要である（特195条）。
・誤訳訂正書により補正する場合、未提出であった翻訳文を追加する補正
が可能である。
・外国語特許出願の出願人も補正可能である。
・要約書の翻訳文を誤訳訂正する場合は、誤訳訂正書を提出する必要は
ない。
・誤訳訂正書によらない補正が翻訳文の範囲外（翻訳文新規事項）である
場合は、拒絶及び補正却下の対象となる。しかし、このような瑕疵は手続を
すべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられ、外国語書面
の範囲内であるにもかかわらず、無効理由とすることは、出願人にとって酷
と考えられる。このため、翻訳文新規事項違反は、無効理由とはされてい
ない（審査基準）。
・誤訳訂正書による補正が外国語書面の範囲外である場合は、拒絶また
は無効理由となる。
※特184条の12第1項（日本語特許出願については手続をし納付すべき手
数料を納付した後、外国語特許出願については手続をし納付すべき手数
料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、手続の
補正をすることができない。）
※同2項（外国語特許出願について補正ができる範囲については、外国語
特許出願においては国際特許出願の翻訳文、とする。）
※同3項（国際特許出願の出願人は、優先日から一年三月以内に限り、願
書に添付した要約書について補正をすることができる。）

３ 　第一項の規定により明細書、特許請
求の範囲又は図面について補正をすると
きは、誤訳訂正書を提出してする場合を
除き、願書に最初に添付した明細書、特
許請求の範囲又は図面（第三十六条の二
第二項の外国語書面出願にあつては、同
条第四項の規定により明細書、特許請求
の範囲及び図面とみなされた同条第二項
に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂
正書を提出して明細書、特許請求の範囲
又は図面について補正をした場合にあつ
ては、翻訳文又は当該補正後の明細書、
特許請求の範囲若しくは図面）。第三十
四条の二第一項及び第三十四条の三第
一項において同じ。）に記載した事項の範
囲内においてしなければならない。

※左条文の下線部は平成20年法改正で改正された箇所である。
・制度の国際的調和、迅速な権利付与、及び、第三者の監視負担の軽減
のためである（青本）。
・補正により、翻訳文の範囲内であるが外国語書面の範囲外となった場合
は却下されず、拒絶理由となる。
・意匠や商標の補正の場合は、一度削除したものを復活させることができ
ない。つまり、最初の明細書等の範囲で補正できるわけではない。
・「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に明示的に記載さ
れた事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載
から自明な事項」も含む。また、補正された事項が、「当初明細書等の記載
から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これ
に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味である
ことが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると
理解する事項でなければならない（審査基準）。
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４ 　前項に規定するもののほか、第一項
各号に掲げる場合において特許請求の範
囲について補正をするときは、その補正
前に受けた拒絶理由通知において特許を
することができないものか否かについて
の判断が示された発明と、その補正後の
特許請求の範囲に記載される事項により
特定される発明とが、第三十七条の発明
の単一性の要件を満たす一群の発明に
該当するものとなるようにしなければなら
ない。

・拒絶理由通知には、審査の段階で通知されたものだけでなく、前置審査、
拒絶査定不服審判及び再審において通知されたものも含まれる（青本）。
・従来は拒絶理由通知後に技術的特徴の異なる別発明に変更することが
可能となっていた。しかし、技術的特徴の異なる別発明に補正して二件分
の審査結果を得られるとすると、発明の単一性の要件の趣旨が没却され
る。また、国際調和の観点からこのような補正を禁止する必要もあった。そ
こで、拒絶理由通知において審査官による判断が示された発明と、補正後
の特許請求の範囲に記載され事項により特定される発明とが、単一性の要
件を満たす一群の発明となる要件を課した。
・判断が示された発明とは、新規性・進歩性等の特許要件についての判断
が示されなかった発明を除くとの趣旨である。例えば、単一性の要件を満
たしていないために、一部の請求項に係る発明について新規性・進歩性等
の特許要件の判断が示されなかった場合、これらの発明は含まれない。
・例えば、請求項1が特別な技術的特徴を有し、請求項2は当該特別な技術
的特徴を有していないために、請求項1のみが審査対象とされ、一回目の
拒絶理由通知において進歩性欠如とともに単一性の要件違反が通知され
た場合に、補正で補正前の請求項1を削除し、補正前の請求項2を補正後
の請求項1に繰り上げると、補正後の請求項1は、補正前に特許要件が審
査された請求項1と単一性の要件を満たさない。従って、補正後の請求項1
は審査対象とされず、二回目の拒絶理由通知（最後の拒絶理由通知）にお
いて特17条の2第4項の要件違反が通知される（審査基準）。
・本項違反は拒絶理由、又は、最後の拒絶理由通知後は補正却下となる。
但し、補正により発明が大きく変更された場合であっても、発明に実質的な
瑕疵があるものではなく、特許されたとしても直接的に第三者の利益を著し
く害することはないので、無効の理由とはならない。
・特許要件について審査が行われた発明であっても、補正前の特許請求の
範囲の最初に記載された発明との間で同一の又は対応する特別な技術的
特徴を有しない発明への補正は、不適法となる。例えば、補正前に請求項
1がA、請求項2がB、請求項3がA+Bであった時に、請求項1をA+C又は請求
項3をA+B+Eとする補正は適法であるが、請求項2をB+Dとする補正は不適
法となる（審査基準）。

５ 　前二項に規定するもののほか、第一
項第一号、第三号及び第四号に掲げる場
合（同項第一号に掲げる場合にあつて
は、拒絶理由通知と併せて第五十条の二
の規定による通知を受けた場合に限る。）
において特許請求の範囲についてする補
正は、次に掲げる事項を目的とするもの
に限る。

・制度の国際的調和、迅速な権利付与、及び、出願の公平な取り扱いのた
めである。
・従来、権利化時期の先延ばしや、別の審査官による異なる判断を期待し
て、同じ発明を繰り返し分割出願するような分割出願制度の濫用が行われ
ていた。そこで、分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査にお
いて通知済みの拒絶理由がそのまま適用される場合には、１回目の拒絶
理由通知であっても最後の拒絶理由通知が通知された場合と同様の補正
制限を課すこととした。
・特17条の2第1項2号（拒絶理由通知を受けた後に、文献公知発明に係る
情報についての通知（特48条の7）を受けた場合にする補正）に関しては、
本項の補正制限がない。
※特50条の2（既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知）

一 　第三十六条第五項に規定する請求
項の削除

・形式的に請求項が増加しても、実質的に請求項の削除である場合（従属
項を独立項にする等）は補正が認められる。

二 　特許請求の範囲の減縮（第三十六条
第五項の規定により請求項に記載した発
明を特定するために必要な事項を限定す
るものであつて、その補正前の当該請求
項に記載された発明とその補正後の当該
請求項に記載される発明の産業上の利
用分野及び解決しようとする課題が同一
であるものに限る。）

・産業上の利用分野が同一とは、技術分野が一致する場合や密接に関連
する場合が含まれる。解決しようとする課題が同一とは、課題が完全一致
する場合や課題をより概念的に下位にした場合、課題が同種である場合が
含まれる（青本）。
・特許請求の範囲の減縮は、発明特定事項の限定、独立特許性（特17条
の2第6項）、新規事項の不追加、課題同一を要する。

三 　誤記の訂正 ・特許請求の範囲に影響を与えなければ、例外的に誤訳訂正も可能であ
る。

四 　明りようでない記載の釈明（拒絶理
由通知に係る拒絶の理由に示す事項に
ついてするものに限る。）

・明りようでない記載の釈明を無制限に認めると、迅速な審査の妨げとなる
ので、拒絶理由に示す事項についてするものに限られている（青本）。
・特126条（訂正審判）1項3号では単に「明りようでない記載の釈明」と規定
している。

６ 　第百二十六条第五項の規定は、前項
第二号の場合に準用する。

・独立特許要件を満たすとは、拒絶理由（特49条）がないことをいう。
・特126条（訂正審判）の場合は、減縮補正の他に誤記訂正の場合でも独
立特許要件が求められる。
※特126条5項（訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項に
より特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるも
のでなければならない。）

（要約書の補正）
第十七条の三 　特許出願人は、特許出
願の日（第四十一条第一項の規定による
優先権の主張を伴う特許出願にあつて
は、同項に規定する先の出願の日、第四
十三条第一項又は第四十三条の二第一
項若しくは第二項の規定による優先権の
主張を伴う特許出願にあつては、最初の
出願若しくはパリ条約（千九百年十二月
十四日にブラッセルで、千九百十一年六
月二日にワシントンで、千九百二十五年
十一月六日にヘーグで、千九百三十四年
六月二日にロンドンで、千九百五十八年
十月三十一日にリスボンで及び千九百六
十七年七月十四日にストックホルムで改
正された工業所有権の保護に関する千八
百八十三年三月二十日のパリ条約をい
う。以下同じ。）第四条Ｃ（４）の規定により
最初の出願とみなされた出願又は同条Ａ
（２）の規定により最初の出願と認められ
た出願の日、第四十一条第一項、第四十
三条第一項又は第四十三条の二第一項
若しくは第二項の規定による二以上の優
先権の主張を伴う特許出願にあつては、
当該優先権の主張の基礎とした出願の日
のうち最先の日。第三十六条の二第二項
本文及び第六十四条第一項において同
じ。）から一年三月以内（出願公開の請求
があつた後を除く。）に限り、願書に添付し
た要約書について補正をすることができ
る。

・出願日から1年3月以内に限り、要約書を補正できる旨が規定されている。
・出願公開の請求があった出願は出願公開の準備に入るため、該請求の
後は、出願日から1年3月以内であっても、要約書の補正を認めない（青
本）。
・いわゆる優先日を基準とした期間の算定方式は、出願公開の基準日（特
64条1項）、外国語書面出願の翻訳文提出期間（特36条の2第2項）で採用
されており、本条にてその定義を行っている（青本）。
・要約書の補正には新規事項を追加可能である。
・出願日から1年3月以内であっても、出願公開後に要約書を補正できる機
会はない。
※特41条（特許出願等に基づく優先権主張）
※特43条（パリ条約による優先権主張の手続）
※特43条の2（パリ条約の例による優先権主張）
※特64条（出願公開）

（訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正） 
第十七条の四 　特許無効審判の被請求
人は、第百三十四条第一項若しくは第二
項、第百三十四条の二第三項、第百三十
四条の三第一項若しくは第二項又は第百
五十三条第二項の規定により指定された
期間内に限り、第百三十四条の二第一項
の訂正の請求書に添付した訂正した明細
書、特許請求の範囲又は図面について補
正をすることができる。

・①答弁書提出期間（特134条1項,2項）、②訂正についての拒絶理由通知
に対する応答期間（特134条の2第3項）、③審決取消判決確定による審理
再開時の訂正の請求が可能な期間（特134条の3第1項,2項）、④職権審理
の結果通知に対する応答期間（特153条2項）内に、補正ができる旨が規定
されている。補正により無効審判の審理対象が頻繁に変わると、迅速且つ
効率的な審理の妨げになるからである（青本）。
・本条で規定されている特134条1項,2項、特134条の3第1項,2項、特153条
2項は、訂正の請求が可能な期間でもある（特134条の2第1項）。つまり、訂
正の請求が可能な期間以外は、訂正の請求を認めない旨の職権審理の結
果の通知に対する応答期間（特134条の2第3項）に限り補正が認められる。
※特134条1項（無効審判請求に基づく答弁書提出期間）
※同2項（無効審判請求書の補正に基づく答弁書提出期間）
※特134条の2第3項（訂正請求を認めない旨の職権審理の結果通知後の
意見申立期間）
※特134条の3第1項（無効審判請求の理由がない旨の審決が判決により
取り消された場合の、取消判決確定後の審理再開に基づく訂正請求期間）
※同2項（無効審決不服訴訟提起後の訂正審判請求を理由として決定によ
り取り消された場合の、取消決定確定後の審理再開に基づく訂正請求期
間）
※特153条2項（職権審理の結果通知後の意見申立期間）
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２ 　訂正審判の請求人は、第百五十六条
第一項の規定による通知がある前（同条
第二項の規定による審理の再開がされた
場合にあつては、その後更に同条第一項
の規定による通知がある前）に限り、訂正
審判の請求書に添付した訂正した明細
書、特許請求の範囲又は図面について補
正をすることができる。

・訂正審判の訂正明細書などは、審理終結通知前に限り補正できる旨が規
定されている。
・審理終結通知後であっても審理が再開された場合は、再開された審理の
審理終結通知前に補正できる。
※特156条1項（審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終
結を当事者及び参加人に通知しなければならない。）

（手続の却下） （手続の却下）
第十八条 　特許庁長官は、第十七条第
三項の規定により手続の補正をすべきこ
とを命じた者が同項の規定により指定し
た期間内にその補正をしないとき、又は
特許権の設定の登録を受ける者が第百
八条第一項に規定する期間内に特許料
を納付しないときは、その手続を却下する
ことができる。

・①補正命令に従わない場合、②期間内に特許料を納付しない場合は、長
官が手続（出願）を却下できる。なお、特許権の設定の登録は、各年分の
特許料の納付、納付の免除、納付の猶予があった場合になされる。
・指定期間経過の翌日に補正がなされた場合等に裁量により手続きを続行
することも可能である。
※特17条3項（特許庁長官は、手続が手続能力又は代理権の制限の規定
に違反しているとき（同1号）、手続が特許法又は特許法に基づく命令で定
める方式に違反しているとき（同2号）、又は、（手続について納付すべき手
数料を納付しないとき（同3号）に、相当の期間を指定して、手続補正を命令
できる。）
※特108条1項（第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべ
き旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納
付しなければならない。）

第二条の三 　特許庁長官は、前条第四
項、第六条の二又は第十四条の三の規
定により手続の補正をすべきことを命じた
者がこれらの規定により指定した期間内
にその補正をしないときは、その手続を却
下することができる。

・特許庁長官による出願却下処分については、行服法による異議申立がで
き、認められない場合は行訴法による取消訴訟ができる(実48条の2，特
184条の2)（青本※実6条の2）。
※実2条の2第4項（特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定
して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。）
※実6条の2第1項（特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に
該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新
案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができ
る。）
※実14条の3第1項（特許庁長官は、訂正書の提出があつた場合におい
て、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又
は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指
定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲
又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。）

２ 　特許庁長官は、第十七条第三項の規
定により第百九十五条第三項の規定によ
る手数料の納付をすべきことを命じた特
許出願人が第十七条第三項の規定によ
り指定した期間内にその手数料の納付を
しないときは、当該特許出願を却下するこ
とができる。

・第三者による出願審査請求をした場合において、補正により請求項が増
えた場合の追加の出願審査請求料の不納は、審査請求手続の却下ではな
く出願却下となる。
※特195条3項（特許出願人でない者が出願審査の請求をした後に、補正
により請求項の数が増加したときは、増加した請求項について納付すべき
出願審査の請求の手数料は、特許出願人が納付しなければならない。）

（不適法な手続の却下）
第十八条の二 　特許庁長官は、不適法
な手続であつて、その補正をすることがで
きないものについては、その手続を却下
するものとする。

・本条により却下処分された出願は優先権を生じさせる正規な国内出願と
はならない。
・裁量規定ではない。
・不適法な出願であって補正できないものは、弁明書の提出機会を与えた
後に却下される。
・却下の決定は文書をもって行い、理由を付さなければならない。
・願書及び添付書類が次に該当するときは、出願却下される（方式便覧）。
①いずれの種類の出願か不明な出願したとき
②出願人の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記載されていない書面で
出願したとき
③日本語で書かれていない書面で出願したとき（外国語書面出願を除く）
④在外者（日本国内に住所（居所）を有する者との共同出願を含む） が、日
本国内の代理人によらないで出願したとき
⑤原出願の出願人以外が、分割・変更に係る出願をしたとき
⑥分割・変更に係る出願を、原出願の出願人全員で行っていないとき
⑦出願できる期間外に出願したとき
⑧明細書及び特許請求の範囲を添付しないで特許出願したとき
⑨英語以外の外国語で外国語書面出願したとき
⑩設定登録されていない実用新案登録出願又は実用新案権が消滅した実
用新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特許出願をしたとき
⑪実用新案権の放棄による登録の抹消の申請がなされていない又は当該
申請が却下になった実用新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特
許出願をしたとき
⑫特許番号の記載がない書面で特許権の延長登録出願をしたとき
⑬政令で定める処分の内容の記載がない書面で特許権の延長登録出願
をしたとき

・願書以外の出願書類が次に該当する場合、却下される（方式便覧）。
①提出の趣旨の不明な書類等で手続したとき
②手続する者の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記載されていない書
面（刊行物等提出書を除く。）で手続したとき
③届出された代表者以外が手続したとき（手続の効果が本人にのみ及ぶ
手続を除く）
④出願人以外が手続したとき
⑤査定謄本送達後又は出願却下の謄本送達後に、意見書等を提出したと
き
⑥不適法な手続として却下された出願について、又は出願が放棄・取下・
却下・拒絶査定の確定若しくは設定登録がされた後に手続したとき（設定登
録後の代理人選任等の届出、実用新案技術評価請求、受託番号変更の
届出又は秘密意匠期間変更請求書を除く）
⑦手続却下及び出願却下の謄本の送達後（同日を含む）に手続補正書等
を提出したとき
⑧外国語書面出願又は外国語特許出願でない出願（該出願をもとにした
日本語による分割出願を含む）に誤訳訂正書を提出したとき
⑨一の手続で足りる手続（外国語書面出願の翻訳文の提出、出願審査請
求等）が重ねて行われたとき
⑩法定・指定期間の延長請求をした場合に、期間の延長が法律上許され
ない又は期間満了後に延長請求をしたとき
⑪明細書及び請求の範囲の翻訳文を国内書面提出期間（翻訳文提出特例
期間）経過後に提出したとき

⑫手続が以下に該当するとき
イ．手続補正書（誤訳訂正書、手続補完書を含む） に補正内容の記載がな
いとき（削除を除く） 若しくは添付すべき書面が添付されていないとき（物件
の提出をその内容とする場合に限る）
ロ．意見書に意見の内容の記載がないとき
ハ．翻訳文提出書に翻訳文が添付されていないとき
ニ．物件の提出を目的とする手続（優先権証明書提出書等）に物件が添付
されていないとき
ホ．代表者選定届に何人が代表者となったかの記載がないとき
ヘ．出願人名義変更届出書に承継人の識別番号及び氏名（名称）のいず
れも記載がないとき
ト．特許を受ける権利の帰属の訴訟係属中であることを特許庁が知り得た
後にされた出願人名義変更手続であって、手続に係る者（出願人名義変更
届の譲渡人等）が判決又はこれと同一の効力を有する和解調書等により正
当な出願人でないことが判明したとき
チ．代理人受任の届出書に受任した代理人の識別番号及び氏名（名称）の
いずれも記載がないとき
リ．代理人選任（代理人変更、代理権変更、代理権消滅）の届出書に選任
した代理人の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記載がないとき
ヌ．包括委任状援用制限届に援用を制限した代理人の記載がないとき
ル．特徴記載書に意匠の特徴の記載がないとき
ヲ．手続補足書に補足の内容の記載がないとき、又は添付すべき書面が
添付されていないとき（物件の提出をその内容とする場合に限る）
ワ．受託番号変更届に新受託番号の記載がなく、添付すべき新受託番号
を証明する書面が添付されていないとき
カ．延長登録出願の書面に出願をしようとする者の氏名（名称）、特許番号
又は政令で定める処分の記載がないとき

・実2条の5第2項で準用する特18条の2第1項による出願却下（方式便覧）：
①明細書及び実用新案登録請求の範囲を添付しないで実用新案登録出願したとき。
・実2条の5第2項で準用する特18条の2第1項による願書以外の出願書類の却下（方式便覧）：
①補正を命じた場合において、指定期間経過後に明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正したとき
②実用新案登録の無効審決確定後に（後発無効に該当する場合を除く）、実用新案技術評価の請求がなされたとき
③実用新案登録に基づく特許出願がされた後に、基礎とされた実用新案登録に実用新案技術評価の請求がなされた
とき
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⑬手数料の補正をする場合に、次に該当するとき
イ．予納を利用する場合
ａ ．予納台帳番号が記載されていないとき
ｂ ．手続をする者が手続補正書に記載した予納台帳番号の予納台帳の予
納者でないとき
ｃ ．予納台帳の残高不足により、見込額から手数料の納付に充てることが
全くできないとき
ロ．特許印紙により納付する場合
特許印紙を全く貼付しないで手続したとき
ハ．現金（電子現金）により納付する場合
納付の事実が存在しない又は使用済み若しくは返還済みのとき
ニ．口座振替により納付する場合
ａ．書面による手続補正書において口座振替による納付の申出をしたとき
ｂ．手続をする者（代理人）が手続補正書に記載した振替番号を付与された
者でないとき
ｃ．預金口座又は貯金口座の残高の不足等により、手数料の振替ができな
いとき
⑭共同で行わなければならない手続を、出願人全員で行っていないとき
⑮出願公開の請求をする場合に、次に該当するとき
イ．出願公開請求書の提出前に、出願公開されているとき
ロ．パリ条約による優先権等の主張を伴う出願でその証明書が提出されて
いないとき
ハ．外国語書面出願で外国語書面の翻訳文が提出されていないとき
⑯出願審査請求手数料の返還請求をする場合において、次に該当すると
き
イ．出願が放棄又は取下された日から6月経過後に返還請求したとき
ロ．出願審査請求手数料の納付に係る手続した者以外の者が返還請求し
たとき
ハ．出願審査請求手数料を完納していない事件について返還請求したとき
ニ．審査の通知等に係る書類の到達後に出願が放棄又は取下された事件
について返還請求したとき
⑰願書以外の出願書類について、次に該当するとき
イ．日本語で書かれていない書面で手続したとき（外国語書面出願を除く）
ロ．在外者（共同出願を含む） が、日本国内の代理人によらないで手続し
たとき
ハ．手続できる期間外に手続したとき

２ 　前項の規定により却下しようとすると
きは、手続をした者に対し、その理由を通
知し、相当の期間を指定して、弁明を記載
した書面（以下「弁明書」という。）を提出
する機会を与えなければならない。

・審判請求書以外の中間書類が次に掲げる事項に該当する場合には、当
該手続を却下する。
①提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続をしたとき
②手続をする者の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記載されていない
書面をもって手続をしたとき
③代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続
をしたとき（手続の効果が本人にのみ及ぶ手続を除く）
④手続をする者が請求書等に記載されたものと相違するとき（代理権が確
認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に誤記したことが明
らかな場合を除く）
⑤審決又は請求書の却下の決定の謄本の送達後に意見書、答弁書等の
書類を提出したとき
⑥審判請求が取り下げられた後に手続をしたとき、又は審決及び請求書の
却下の決定が確定した後に手続をしたとき（審決が確定した後の商68条の
40第2項の規定の設定登録料の納付と同時の商標登録出願に係る区分の
数を減ずる補正は除く）
⑦法定若しくは指定期間につき延長を請求した場合において、その期間の
延長が法律上許されないものであるとき、又はその期間満了後に延長を請
求したとき
⑧手続が以下に該当するとき
イ．手続補正書に補正すべき内容の記載がないとき（補正方法が削除のと
きを除く）若しくは添付すべき書面が添付されていないとき
ロ．物件提出書に物件が添付されていないとき。
ハ．代表者選定届に何人が代表者となったのかの記載がないとき
ニ．出願人名義変更届に承継人の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記
載がないとき
ホ．代理人受任届に受任した代理人の識別番号及び氏名（名称）のいずれ
も記載がないとき
ヘ．代理人選任（代理人変更、代理権変更、代理権消滅）届に選任した代
理人の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記載がないとき
ト．手続補足書に補足の内容の記載がないとき又は添付すべき書面が添
付されていないとき（物件の提出をその内容とする場合に限る）

チ．包括委任状援用制限届に援用を制限した代理人の記載がないとき
リ．特徴記載書に意匠の特徴の記載がないとき
ヌ．受託番号変更届に新受託番号の記載がなく、添付すべき新受託番号を
証明する書面が添付されていないとき
⑨日本語で書かれていない書面によって手続をしたとき
⑩在外者（在外者と日本国内に住所（居所）を有する者が共同して手続をし
たときを含む）が日本国内に住所（居所）を有する代理人によらないで手続
をしたとき
⑪手数料のみの補正をする場合において、次に該当するとき
イ．予納を利用する場合
ａ．予納台帳番号が記載されていないとき
ｂ．手続をする者（代理人があるときはその代理人）が手続補正書に記載し
た予納台帳番号の予納者（特例法施行規則41条の規定による代理人届が
提出された者を含む）でないとき
ｃ．予納台帳の残高が不足することにより、見込額から手数料の納付に充
てることが全くできないとき
ロ．特許印紙により納付する場合
特許印紙を全く貼付しないで手続をしたとき
ハ．現金により納付する場合
納付の事実が存在しないとき又は使用（返還）済みのとき
ニ．口座振替により納付する場合
ａ．書面による手続補正書において口座振替による納付の申出をしたとき
ｂ．手続をする者（代理人があるときはその代理人）が手続補正書に記載し
た振替番号を付与された者（特例法施行規則41条の規定による代理人 届
が提出された者を含む）でないとき
ｃ．預金口座又は貯金口座の残高の不足等により、手数料の振替ができな
いとき
⑫手続をすることができる期間が特許法、実用新案法、意匠法又は商標法
により定められている場合において、その期間外に手続をしたとき
⑬査定系審判（訂正審判を含む）事件において、参加申請書の提出があっ
たとき
⑭共同で行われなければならない手続において、請求人（出願人）全員で
行ってないとき（代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書面
作成時に脱漏したことが明らかな場合を除く）

（願書等の提出の効力発生時期） 

※左条文の下線部は平成19年4月1日以降に改正された箇所である。
・願書、期間が指定された書類が郵便又は信書便により提出された場合、
①郵便物の受領証により証明した日時に、又は②郵便物又は信書便物の
通信日付印により表示された日時に、若しくは③日のみが明瞭ときはその
表示された日の午後十二時に、特許庁に到達したとみなされる旨が記載さ
れている。
・願書には、特許出願の願書と、延長登録出願の願書とがある。
・取下書、判定請求書などは到達主義である。
・Ｈ19年郵便法改正により、小包（ゆうパック等）で特許庁宛に提出された場
合は、特許庁に到着した日が書類等の提出日となる。

第十九条　願書又はこの法律若しくはこ
の法律に基づく命令の規定により特許庁
に提出する書類その他の物件であつてそ
の提出の期間が定められているものを郵
便又は民間事業者による信書の送達に
関する法律（平成十四年法律第九十九
号。以下この条において「信書便法」とい
う。）第二条第六項 に規定する一般信書
便事業者若しくは同条第九項 に規定する
特定信書便事業者の提供する同条第二
項 に規定する信書便（以下「信書便」とい
う。）の役務であつて経済産業省令で定め
るものにより提出した場合において、その
願書又は物件を郵便事業株式会社の営
業所であつて郵便窓口業務の委託等に
関する法律（昭和二十四年法律第二百十
三号）第二条 に規定する郵便窓口業務を
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（手続の効力の承継）
第二十条 　特許権その他特許に関する
権利についてした手続の効力は、その特
許権その他特許に関する権利の承継人
にも、及ぶものとする。

・無効審判請求人の地位も含まれる。
・拒絶理由通知後に特許を受ける権利を移転した場合、拒絶理由通知の
効果は譲受人にも及ぶので再度の拒絶理由通知は不要である。また、無
効審判において特許権者が証拠調べを申し立てた場合、申し立ての効力
は承継される。

（手続の続行）
第二十一条 　特許庁長官又は審判長
は、特許庁に事件が係属している場合に
おいて、特許権その他特許に関する権利
の移転があつたときは、特許権その他特
許に関する権利の承継人に対し、その事
件に関する手続を続行することができる。

・承継後は、原権利者に対して続行しても承継人に対して続行しても良い。

（手続の中断又は中止）
第二十二条 　特許庁長官又は審判官
は、決定、査定又は審決の謄本の送達後
に中断した手続の受継の申立について、
受継を許すかどうかの決定をしなければ
ならない。

・中断とは、手続中に当事者の側の手続を追行する者に交代しなければな
らない事由が生じた場合に、新たな追行者が手続に関与できるようになる
までの間、手続の進行を停止して当事者の利益を保護する制度である。
従って、法定の事由によって当然に発生し、新しい追行者から、または相手
方から手続の続行を申し立てることにより、解消する。
・中止とは、裁判所又は当事者に手続をすることができない障害がある等、
手続の進行が困難であるか不適当な場合に、法律上当然に又は審判官な
どの処置によって生じるものである。
・受継（じゅけい）とは、中断した手続の中断を終わらせる行為であり、申立
によって行う。
・受継の理由ありとする場合も決定をする。
・中断、中止の場合は期間の進行も停止する。なお、受継の通知又はその
続行の時から新たに全期間の進行を始める。

２ 　前項の決定は、文書をもつて行い、か
つ、理由を附さなければならない。

第二十三条 　特許庁長官又は審判官
は、中断した審査、審判又は再審の手続
を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、
申し立てにより又は職権で、相当の期間
を指定して、受継を命じなければならな
い。

・受継命令は審判官が、受継があったものとみなした場合の通知は審判長
が行う。

２ 　特許庁長官又は審判官は、前項の規
定により指定した期間内に受継がないと
きは、その期間の経過の日に受継があつ
たものとみなすことができる。

３ 　特許庁長官又は審判長は、前項の規
定により受継があつたものとみなしたとき
は、その旨を当事者に通知しなければな
らない。

・通知されるのは当事者とその相手方である。

第二十四条 　民事訴訟法第百二十四条
（第一項第六号を除く。）、第百二十六条、
第百二十七条、第百二十八条第一項、第
百三十条、第百三十一条及び第百三十
二条第二項（訴訟手続の中断及び中止）
の規定は、審査、審判又は再審の手続に
準用する。この場合において、同法第百
二十四条第二項 中「訴訟代理人」とある
のは「審査、審判又は再審の委任による
代理人」と、同法第百二十七条 中「裁判
所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」
と、同法第百二十八条第一項 及び第百
三十一条 中「裁判所」とあるのは「特許庁
長官又は審判官」と、同法第百三十条 中
「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替え
るものとする。

・法人の合併の場合には中断しないが、法人の破産の場合には中断する。
なお、合併をもって第三者に対抗出来ない場合は、直ちには中断しない。
・実2条の5（特許法の準用）で準用している。
・法人甲が法人丙に吸収合併された場合でも委任による代理人がいる場合
は審判手続きは中断しない。
※民訴124条1項 （以下に掲げる場合、訴訟手続は中断する。この場合、以
下に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 当事者死亡の
場合→相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
（同1号）、当事者法人の合併による消滅の場合→合併によって設立された
法人又は合併後存続する法人（同2号）、当事者の訴訟能力喪失又は法定
代理人の死亡若しくは代理権消滅の場合→法定代理人又は訴訟能力を有
するに至った当事者（同3号） 、当事者である受託者の信託任務終了の場
合→新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人（同4
号イ）、当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人の信託任
務終了の場合→新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな
信託財産法人管理人（同4号ロ）、当事者である信託管理人の信託任務終
了の場合→受益者又は新たな信託管理人（同4号ハ）、一定の資格を有す
る者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の
事由による資格の喪失の場合→同一の資格を有する者（同5号））
※読み替えた民訴124条2項（前項の規定は、審査、審判又は再審の委任
による代理人がある間は、適用しない。）
※民訴124条3項（第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相
続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことがで
きない。）
※同4項（第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することがで
きない場合には、適用しない。）
※同5項（第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合、
以下のときに、同号の規定は適用しない。被保佐人又は被補助人が訴訟
行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないと
き。（同1号）、被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを
要する場合において、その同意を得ているとき。同2号））
※民訴126条（訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。）
※読み替えた民訴127条（訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、特
許庁長官又は審判長は、相手方に通知しなければならない。 ）

※読み替えた民訴128条1項（訴訟手続の受継の申立てがあった場合に
は、特許庁長官又は審判官は、職権で調査し、理由がないと認めるとき
は、決定で、その申立てを却下しなければならない。）
※読み替えた民訴130条（天災その他の事由によって特許庁が職務を行う
ことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。）
※読み替えた民訴131条（当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行
することができないとき、特許庁長官又は審判官は、決定でその中止を命
ずることができる。）
※読み替えた民訴131条2項（特許庁長官又は審判長は、前項の決定を取
り消すことができる。）
※民訴132条2項（訴訟手続の中断又は中止があったとき、期間の進行を
停止する。この場合、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新た
に全期間の進行を始める。）

（外国人の権利の享有）
第二十五条 　日本国内に住所又は居所
（法人にあつては、営業所）を有しない外
国人は、次の各号の一に該当する場合を
除き、特許権その他特許に関する権利を
享有することができない。

・外国人であっても在内者であれば権利を享有できる。
・実2条の5（特許法の準用）で準用している。

一 　その者の属する国において、日本国
民に対しその国民と同一の条件により特
許権その他特許に関する権利の享有を
認めているとき。

・いわゆる平等主義国の場合である。

三号）第二条 に規定する郵便窓口業務を
行うもの（同法第三条第一項 若しくは第
三項 の規定による委託又は同法第四条
の規定による再委託を受けた者の営業所
を含む。）に差し出した日時を郵便物の受
領証により証明したときはその日時に、そ
の郵便物又は信書便法第二条第三項 に
規定する信書便物（以下この条において
「信書便物」という。）の通信日付印により
表示された日時が明瞭であるときはその
日時に、その郵便物又は信書便物の通
信日付印により表示された日時のうち日
のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないと
きは表示された日の午後十二時に、その
願書又は物件は、特許庁に到達したもの
とみなす。
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二 　その者の属する国において、日本国
がその国民に対し特許権その他特許に関
する権利の享有を認める場合には日本国
民に対しその国民と同一の条件により特
許権その他特許に関する権利の享有を
認めることとしているとき。

・いわゆる相互主義国の場合である。

三 　条約に別段の定があるとき。

（条約の効力）
第二十六条 　特許に関し条約に別段の
定があるときは、その規定による。

・実2条の5（特許法の準用）で準用している。

（特許原簿への登録） （実用新案原簿への登録）
第二十七条 　次に掲げる事項は、特許庁
に備える特許原簿に登録する。

第四十九条 　次に掲げる事項は、特許庁
に備える実用新案原簿に登録する。

一 　特許権の設定、存続期間の延長、移
転、信託による変更、消滅、回復又は処
分の制限

※左条文の下線部は平成20年法改正で改正された箇所である。
・処分の制限とは、執行保全のための仮差押、仮処分、税金滞納による差
押等、権利の処分行為が制限される場合をいう。
・特許権は信託を行うことが可能であるが、登記・登録しなければ第三者に
対抗できない。なお、信託の登録とは、特許権が信託財産に属すること並
びに信託の目的及び内容等を公示するものであり、特許信託原簿に登録さ
れる（H20年改正本）。

一 　実用新案権の設定、移転、信託によ
る変更、消滅、回復又は処分の制限

※左条文の下線部は平成20年法改正で改正された箇所である。
・特許法と異なり、存続期間の延長は規定されていない。

二 　専用実施権又は通常実施権の設
定、保存、移転、変更、消滅又は処分の
制限

・保存とは、移転を第三者に対抗するために、移転前に保存の登録をする
場合をいう。

二 　専用実施権又は通常実施権の設
定、保存、移転、変更、消滅又は処分の
制限

三 　特許権、専用実施権又は通常実施
権を目的とする質権の設定、移転、変更、
消滅又は処分の制限

三 　実用新案権、専用実施権又は通常
実施権を目的とする質権の設定、移転、
変更、消滅又は処分の制限

四 　仮専用実施権又は仮通常実施権の
設定、保存、移転、変更、消滅又は処分
の制限

※左条文の下線部は平成20年法改正で改正された箇所である。 ２ 　実用新案原簿は、その全部又は一部
を磁気テープ（これに準ずる方法により一
定の事項を確実に記録して置くことができ
る物を含む。以下同じ。）をもつて調製す
ることができる。

２ 　特許原簿は、その全部又は一部を磁
気テープ（これに準ずる方法により一定の
事項を確実に記録して置くことができる物
を含む。以下同じ。）をもつて調製すること
ができる。

・特許を受けた発明の当該明細書及び図面は特許原簿の一部とみなされ
る。

３ 　この法律に規定するもののほか、登
録に関して必要な事項は、政令で定め
る。

３ 　この法律に規定するもののほか、登
録に関して必要な事項は、政令で定め
る。

（特許証の交付） （実用新案登録証の交付）
第二十八条 　特許庁長官は、特許権の
設定の登録があつたとき、又は願書に添
付した明細書、特許請求の範囲若しくは
図面の訂正をすべき旨の審決が確定した
場合において、その登録があつたときは、
特許権者に対し、特許証を交付する。

・特許証がなくとも特許権者であることを主張できる。
・特許証を譲渡しても、特許権を譲渡することではない。
・特許証を有する者を誤信しても保護されない。
・訂正審決が確定した場合ではなく、訂正の登録があった場合に特許証が
交付される。

第五十条 　特許庁長官は、実用新案権
の設定の登録又は第十四条の二第一項
の訂正があつたときは、実用新案権者に
対し、実用新案登録証を交付する。

・特許法と異なり訂正の登録までは求められておらず、訂正があったときは
実用新案登録証が交付される。なお、実14条の2第7項の訂正については
規定されていない。
※実14条の2第1項「実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付
した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りする
ことができる。 」

２ 　特許証の再交付については、経済産
業省令で定める。

・特許証を汚し、損じ、又は、失った時は再交付を請求できる。 ２ 　実用新案登録証の再交付について
は、経済産業省令で定める。
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